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これからの市民活動推進センターのあり方について 
 

 

１． 白井市における市民活動に関する中心計画 

市民参加・協働のまちづくりプラン 

～響きあい みのりある協働のまち しろい～ 平成２５年２月策定 
 

市民参加・協働を計画的に推進するための「道しるべ（ロードマップ）」 

   「市民参加・協働」の視点から 

①市民参加の手法や協働の形態などを具体化する 

     ②市民参加・協働のあり方や推進体制などを定める 

  

市民参加・協働のまちづくりプラン 5 頁より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参加・協働のまちづくりプラン 37 頁より抜粋 

 

 

第２回市民活動推進委員会 

平成 29年 1月 23日 
資料３ 
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２． 計画における「市民活動推進センター」の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参加・協働のまちづくりプラン 40 頁より抜粋 
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市民参加・協働のまちづくりプラン 50 頁より抜粋 
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３． 市民活動推進センターの施設と運営状況 

平成 15年 12月 1日に白井駅前センター保健室を転用し開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設・運営状況 

 

１）管理運営業務 

①センターの総合的な利用案内 受付業務 

②会議室、作業室、ロッカー等の貸し出し、管理 

③印刷機、コピー機、パソコン、プリンター等の管理 

④センターホームページ制作の運営管理 

 

 

 

 

 

 

 

    受付カウンター        会議室        フリースペース 

 

 

 

 

 

 

 

   情報検索用パソコン       作業室        印刷機 

 

 



5 
 

 

 

２）市民活動の推進業務 

①公益活動を行う市民、団体、行政との相互の連携や交流の促進 

②総合相談（市民活動の紹介、市民団体の設立・運営、法人化等） 

③情報収集と発信…情報コーナー、ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           情報コーナー 

 

  （上）情報コーナー（下）連絡ボックス 

 

３）市民活動の推進事業 

①市民を対象とした参加体験型講座・市民団体活動充実のための講座 

②市民活動まつりの企画、開催 

③情報紙フロンティアの発行 

④登録団体一覧表、便覧の作成・配布 

⑤コーディネーターの育成及び相談業務 
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４． 市役所移転後の市民活動推進センターの整備予定 

平成 30 年 6 月を目途に市役所に移転する市民活動推進センターの整備予定は下記の

通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白井市庁舎整備基本設計より抜粋 

会議室 

作業室 
事務室 

共用ペース 

全体 100 ㎡ 

全体 150 ㎡ 

会議室 

現在の正面玄関の位置 
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５． 市民活動推進センターに求められる機能 

市民や市民活動団体が市民活動への参加と活動を促進し、市民が主体となってまち

づくりに取り組むことにより、多様な地域の課題を解決するともに、魅力ある豊かな

まちを築いていくために、これからの市民活動推進センターは、市民活動の総合的な

拠点としての機能を有していく必要があります。 

市民活動推進センターに求められる機能を整理すると、一般的に以下の事柄が期待

されています。 

 

 

 

１．拠点機能                    ５．交流促進・コーディネート・マッチング機能                

 

 

 

 

２．情報収集・発信機能     

 

                              ６．人材育成（スキルアップ）機能 

 

 

 

 

 

 

３．相談機能 

                              ７．調査・研究（情報収集）機能 

 

 

 

                    ８．政策提言機能 

４．資源の掘り起こし・提供機能  

 

 

 

 

・会議室、作業室、プロジェクターの貸出し 

・パソコン（インターネット環境）の整備 

・コピー機・印刷機などの提供 

・ロッカー、レターボックスの設置 

 

市民活動団体の団体・活動情報 

市民活動人材の情報 

国、県、市等の行政機関からの情報 

助成金の情報 

・広報誌の発行 

・ホームページの作成 

・ＩＣＴの活用 

・イベントラックの設置 

・掲示板の設置 

・情報ファイルの設置 

・資料閲覧 

 市民活動のあらゆる相談に対応できるワン

ストップサービス 

・地域や団体で解決できない困りごと相談 

・市民活動の始め方、参加の相談 

・市民活動団体、ＮＰＯ法人の立ち上げ相談 

・市民活動団体の運営相談（企画・会計処理等） 

・補助金申請相談（申請・書類作成等） 

・企業の社会貢献活動への参加相談 

 多様な団体、組織との交流、連携 

・市民活動団体のほか、事業者、地縁団体（自

治会等）、PTA等の地域団体との交流、連携 

・教育機関との連携 

・企業との連携 

・市民活動をしている様々な個人や活動団体

をつなぐ 

 

市民活動を推進する人材発掘と育成 

＜スタッフ対象＞ 

・スタッフの育成（相談、企画力） 

＜個人対象＞ 

・市民活動の担い手、リーダー、コーディネー

ターの養成 

＜団体対象＞ 

・団体のスキルアップ講座（情報発信、会計、

税務、労務等） 

・先進地視察研修 

 

 

 人材、もの、情報・資金等の市内の資源の掘

り起こしと市外からの獲得 

 

・地域の課題やニーズの把握、分析 

・市民活動団体の活動調査、分析 

・自主事業の研究 

・受託調査、研究 

 

・市民活動の促進、活性化、協働するための行

政への政策提言 

 

市民活動推進センターに求められる機能 
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６． ［意見交換］市役所移転後の市民活動推進センターに必要な機能とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


